
関原発第５５０号 

２０２２年２月２２日 

 

 

  原子力規制委員会 殿 

 

 

                                                大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

                                             関西電力株式会社 

執行役社長  森 本  孝 

 

美浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正について 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定に基

づき、２０２１年７月２９日付け関原発第２８６号をもって変更認可申請しました、美浜発電所

原子炉施設保安規定変更認可申請書について、別紙のとおり補正いたします。 

 

以 上 

 

  

1



別 紙 

 

美浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正内容 

 

美浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書を以下のとおり一部補正する。 

 

・別添を添付１のとおり補正する。 

・添付資料を添付２のとおり補正する。 

 

以 上 

  

2



添付１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 美浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
原
子

力
発

電
安

全
運

営
委

員
会

）
 

第
 
８
 
条
 
発

電
所

に
原

子
力

発
電
安

全
運
営

委
員

会
（

以
下
、「

運
営
委

員
会

」
と

い
う
。）

を
設
置

す
る

。
 

２
．
運
営
委

員
会

は
、
発
電
所

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
安
運

営
に
関

す
る

次
の

事
項

を
審

議
し
、
確

認
す

る
。

た
だ
し
、
委
員
会

で
審
議

し
た

事
項

も
し

く
は

あ
ら

か
じ

め
運
営

委
員
会

に
お
い

て
定

め
た

軽
微

な
事

項
は
、
審

議
事
項
に

該
当
し

な
い

。
 

(
1
)
 運

転
管
理
に

関
す

る
社

内
標

準
の

制
定
お
よ

び
改
正
 

(
a
)
 運

転
員

の
構

成
人

員
に

関
す

る
事
項
 

(
b
)
 当

直
の

引
継

方
法

に
関

す
る

事
項
 

(
c
)
 原

子
炉

の
起

動
お

よ
び

停
止

操
作
に

関
す
る

事
項
 

(
d
)
 巡

視
点

検
に

関
す

る
事

項
 

(
e
)
 異

常
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
 

(
f
)
 警

報
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
事
項
 

(
g
)
 原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操
作

に
関
す

る
事

項
 

(
h
)
 定

期
的

に
実

施
す

る
サ

ー
ベ

イ
ラ
ン

ス
に
関

す
る

事
項
 

(
i
)
 誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
 

(
j
)
 火

災
、

内
部

溢
水

、
火

山
影

響
等
お

よ
び
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
等

の
体

制
の
整

備
に
関

す
る
事

項
 

(
k
)
 重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊
発

生
時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

(
2
)
 燃

料
管
理
に

関
す

る
社

内
標

準
の

制
定
お
よ

び
改
正
 

(
a
)
 新

燃
料

お
よ

び
使

用
済

燃
料

の
運
搬

に
関
す

る
事

項
 

(
b
)
 新

燃
料

お
よ

び
使

用
済

燃
料

の
貯
蔵

に
関
す

る
事

項
 

(
c
)
 燃

料
の

検
査

お
よ

び
取

替
に

関
す
る

事
項
 

(
3
)
 放

射
性
廃
棄

物
管

理
に

関
す

る
社

内
標
準
の

制
定
お

よ
び
改

正
 

(
a
)
 放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

保
管

お
よ
び

運
搬
に

関
す

る
事

項
 

(
b
)
 放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理
に

関
す
る

事
項
 

(
c
)
 放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理
に

関
す
る

事
項
 

(
d
)
 放

出
管

理
用

計
測

器
の

点
検

・
校
正

に
関
す

る
事

項
 

(
4
)
 放

射
線
管
理

に
関

す
る

社
内

標
準

の
制
定
お

よ
び
改

正
 

(
a
)
 管

理
区

域
の

設
定

、
区

域
区

分
お
よ

び
特
別

措
置

を
要

す
る

区
域

に
関

す
る

事
項
 

(
b
)
 管

理
区

域
の

出
入

管
理

お
よ

び
遵
守

事
項
に

関
す

る
事

項
 

(
c
)
 保

全
区

域
に

関
す

る
事

項
 

(
d
)
 周

辺
監

視
区

域
に

関
す

る
事

項
 

(
e
)
 線

量
の

評
価

に
関

す
る

事
項
 

(
f
)
 除

染
に

関
す

る
事
項
 

(
g
)
 外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
率
等

の
測
定

に
関

す
る

事
項
 

(
h
)
 放

射
線

計
測

器
類

の
点

検
・

校
正
に

関
す
る

事
項
 

(
i
)
 管

理
区

域
内

で
使

用
し

た
物

品
の
搬

出
お
よ

び
運

搬
に

関
す

る
事
項
 

（
原

子
力

発
電

安
全
運
営

委
員
会

）
 

第
 
８
 
条
 
発

電
所
に

原
子
力

発
電
安

全
運

営
委

員
会

（
以

下
、「

運
営

委
員

会
」

と
い

う
。）

を
設

置
す

る
。
 

２
．
運
営

委
員

会
は
、
発
電

所
に

お
け
る

原
子
炉

施
設

の
保

安
運

営
に

関
す

る
次

の
事
項

を
審
議

し
、
確
認

す
る
。

た
だ
し
、
委
員

会
で

審
議

し
た

事
項

も
し

く
は
あ

ら
か
じ

め
運
営

委
員

会
に

お
い

て
定

め
た

軽
微

な
事
項

は
、
審

議
事
項

に
該

当
し

な
い
。
 

(
1
)
 運

転
管

理
に

関
す

る
社
内
標

準
の
制

定
お
よ

び
改

正
 

(
a)
 運

転
員

の
構

成
人
員

に
関
す

る
事

項
 

(
b)
 当

直
の

引
継

方
法
に

関
す
る

事
項
 

(
c)
 原

子
炉

の
起

動
お
よ

び
停
止

操
作

に
関

す
る

事
項
 

(
d)
 巡

視
点

検
に

関
す
る

事
項
 

(
e)
 異

常
時

の
措

置
に
関

す
る
事

項
 

(
f)
 警

報
発

生
時

の
措
置

に
関
す

る
事

項
 

(
g)
 原

子
炉

施
設

の
各
設

備
の
運

転
操

作
に

関
す

る
事
項
 

(
h)
 定

期
的

に
実

施
す
る

サ
ー
ベ

イ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

事
項
 

(
i)
 誤

操
作

の
防

止
に
関

す
る
事

項
 

(
j)
 火

災
、

内
部

溢
水
、

火
山
影

響
等

お
よ

び
そ

の
他

自
然

災
害

発
生
時

等
の
体

制
の
整

備
に

関
す

る
事

項
 

(
k)
 重

大
事

故
等

お
よ
び

大
規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す
る

事
項
 

(
2
)
 燃

料
管

理
に

関
す

る
社
内
標

準
の
制

定
お
よ

び
改

正
 

(
a)
 新

燃
料

お
よ

び
使
用

済
燃
料

の
運

搬
に

関
す

る
事
項
 

(
b)
 新

燃
料

お
よ

び
使
用

済
燃
料

の
貯

蔵
に

関
す

る
事
項
 

(
c)
 燃

料
の

検
査

お
よ
び

取
替
に

関
す

る
事

項
 

(
3
)
 放

射
性

廃
棄

物
管

理
に
関
す

る
社
内

標
準
の

制
定

お
よ

び
改

正
 

(
a)
 放

射
性

固
体

廃
棄
物

の
保
管

お
よ

び
運

搬
に

関
す

る
事

項
 

(
b)
 放

射
性

液
体

廃
棄
物

の
放
出

管
理

に
関

す
る

事
項
 

(
c)
 放

射
性

気
体

廃
棄
物

の
放
出

管
理

に
関

す
る

事
項
 

(
d)
 放

出
管

理
用

計
測
器

の
点
検

・
校

正
に

関
す

る
事
項
 

(
4
)
 放

射
線

管
理

に
関

す
る
社
内

標
準
の

制
定
お

よ
び

改
正
 

(
a)
 管

理
区

域
の

設
定
、

区
域
区

分
お

よ
び

特
別

措
置

を
要

す
る

区
域
に

関
す
る

事
項
 

(
b)
 管

理
区

域
の

出
入
管

理
お
よ

び
遵

守
事

項
に

関
す

る
事

項
 

(
c)
 保

全
区

域
に

関
す
る

事
項
 

(
d)
 周

辺
監

視
区

域
に
関

す
る
事

項
 

(
e)
 線

量
の

評
価

に
関
す

る
事
項
 

(
f)
 除

染
に

関
す

る
事
項
 

(
g)
 外

部
放

射
線

に
係
る

線
量
当

量
率

等
の

測
定

に
関

す
る

事
項
 

(
h)
 放

射
線

計
測

器
類
の

点
検
・

校
正

に
関

す
る

事
項
 

(
i
)
 管

理
区
域
内

で
使

用
し

た
物

品
の

搬
出
お
よ

び
運
搬

に
関
す

る
事
項

 

変
更
な

し
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

(
5
)
 施

設
管
理
に

関
す

る
社

内
標

準
の

制
定
お
よ

び
改
正
 

(
6
)
 改

造
の
実
施

に
関

す
る

事
項
 

(
7
)
 非

常
事
態
に

お
け

る
運

転
操

作
に

関
す
る
社

内
標
準

の
制
定

お
よ

び
改

正
（

第
１

２
３

条
）
 

(
8
)
 保

安
教
育
実

施
計

画
の

策
定

（
第

１
３
１
条

）
に
関

す
る
事

項
 

(
9
)
 事

故
・
故
障

の
水

平
展

開
の

実
施

状
況
に
関

す
る
事

項
 

３
．
所

長
を

委
員

長
と

す
る

。
委

員
長
は

、
運
営

委
員

会
の

審
議

を
主

宰
す

る
。
 

４
．
運
営

委
員
会

は
、
委

員
長
、
原

子
炉

主
任
技

術
者
、
電
気
主

任
技
術

者
、
ボ

イ
ラ
ー
・
タ

ー
ビ
ン
主

任
技
術

者
、

第
５
条

第
２
項

(
3)
、
(5
)、

(
7
)、

(9
)か

ら
(
1
2
)お

よ
び
(1
5
)か

ら
(2
3)
に
定
め

る
職

位
に

加
え
、
委

員
長
が

指
名
し

た
者

で
構

成
す

る
。
 

(
5
)
 施

設
管

理
に

関
す

る
社
内
標

準
の
制

定
お
よ

び
改

正
 

(
6
)
 改

造
の

実
施

に
関

す
る
事
項

（
第
２

編
第
１

５
５

条
第

２
項

に
関

す
る

事
項

を
含
む

。）
 

(
7
)
 非

常
事

態
に

お
け

る
運
転
操

作
に
関

す
る
社

内
標

準
の

制
定

お
よ

び
改

正
（

第
１
２

３
条
）
 

(
8
)
 保

安
教

育
実

施
計

画
の
策
定

（
第
１

３
１
条

）
に

関
す

る
事

項
 

(
9
)
 事

故
・

故
障

の
水

平
展
開
の

実
施
状

況
に
関

す
る

事
項
 

３
．

所
長

を
委

員
長
と
す

る
。
委

員
長
は

、
運

営
委

員
会

の
審

議
を

主
宰

す
る
。
 

４
．
運
営
委

員
会
は
、
委

員
長
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
、
電
気

主
任

技
術

者
、
ボ
イ

ラ
ー
・
タ
ー

ビ
ン
主

任
技
術

者
、

第
５

条
第

２
項
(3

)
、
(
5
)、

(
7)
、
(
9)
か

ら
(1
2
)お

よ
び
(
1
5
)か

ら
(
2
3)
に
定
め

る
職
位

に
加
え

、
委

員
長
が

指
名

し
た

者
で
構

成
す
る

。
 

 記
載

の
適

正
化
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
）
 

第
１
０

１
条
 
発

電
室

長
は

、
放

射
性
液

体
廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
、
放

射
線

管
理

課
長
の

管
理

の
も
と

、
復
水

器
冷
却
水

放
水
路

よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

次
の

事
項
を

管
理
す

る
。
 

(
1
)
 
放

射
性
液

体
廃
棄

物
の
放

出
に
よ
る

復
水
器

冷
却
水
放

水
路
排

水
中

の
放
射

性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月
平
均

値

が
、

法
令

に
定

め
る
周
辺

監
視
区

域
外

に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を
超

え
な
い

こ
と

。
 

(
2
)
 
復
水

器
冷

却
水
放

水
路

排
水

中
の

放
射

性
物
質
（

ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く
。）

の
放
出

量
が
、

表
１

０
１
－

１
に

定
め

る
放

出
管

理
目
標
値

を
超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
 

３
．
放

射
線

管
理
課

長
は
、
復

水
器

冷
却

水
放

水
路
排
水

中
の
ト

リ
チ

ウ
ム

の
放

出
量
が
、
表

１
０

１
－

２
に
定

め
る

放
出
管
理

の
基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努
め
る

。
 

４
．

放
射

線
管

理
課

長
は

、
表
１

０
１
－

３
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表
に

定
め
る

頻
度
で

測
定

す
る

。
 

 表
１
０

１
－

１
 

項
 
 
 

目
 

放
出

管
理

目
標
値
 

（
１

，
２

，
３

号
炉

合
算

）
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト
リ
チ

ウ
ム

を
除
く

。）
 

7.
1×

1
0
10
 
B
q/
年
 

 表
１

０
１

－
２
 

項
 
 
 

目
 

放
出

管
理

の
基
準

値
 

（
１
，

２
，

３
号

炉
合

算
）
 

ト
リ
チ
ウ

ム
 

1
.
1×

10
1
4  
B
q/
年
 

 

（
以
下
略

）
 

 

        

  

      

 

（
放

射
性

液
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１

０
１

条
 
発

電
室
長

は
、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合
は
、
放
射

線
管

理
課

長
の

管
理

の
も

と
、
復

水

器
冷
却

水
放

水
路

よ
り

放
出
す
る

。
 

２
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
次
の

事
項
を

管
理

す
る

。
 

(
1
) 

放
射

性
液

体
廃
棄
物

の
放

出
に
よ
る

復
水
器

冷
却
水
放

水
路
排

水
中
の
放

射
性
物

質
濃
度

の
３
ヶ
月

平
均
値

が
、
法
令

に
定
め

る
周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度
限

度
を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(
2
) 

復
水

器
冷

却
水

放
水

路
排
水

中
の

放
射
性

物
質

（
ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く
。）

の
放

出
量

が
、

表
１

０
１

－
１
に

定
め
る
放

出
管
理

目
標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。
 

３
．
放

射
線
管
理

課
長
は
、
復
水

器
冷

却
水

放
水

路
排

水
中

の
ト

リ
チ
ウ

ム
の
放

出
量
が

、
表
１

０
１

－
２

に
定

め
る

放
出
管

理
の

基
準

値
を

超
え
な
い

よ
う
に

努
め
る

。
 

４
．

放
射

線
管
理

課
長
は

、
表

１
０

１
－

３
に

定
め

る
項

目
に
つ

い
て
、

同
表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定

す
る
。
 

 表
１

０
１

－
１
 

項
 

 
 
目
 

放
出

管
理

目
標
値
 

（
３
号
炉

）
 

放
射
性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト

リ
チ

ウ
ム
を

除
く
。）

 
3
.
7×

1
0
10
 
B
q
/年

 

 表
１

０
１

－
２
 

項
 
 
 

目
 

放
出
管
理

の
基

準
値
 

（
３

号
炉

）
 

ト
リ
チ
ウ

ム
 

5.
5×

1
0
13
 
B
q/
年
 

 

（
以

下
略

）
 

 

              廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映
（

放
出
管
理

目
標
値

を
１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

と
３

号
炉

に
分

け
て

設
定

す

る
こ

と
に

よ
る

変
更

）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
）
 

第
１
０

２
条
 
発

電
室

長
お

よ
び

原
子
炉

保
修
課

長
は

、
放

射
性

気
体
廃

棄
物
を

放
出
す

る
場

合
は
、
放

射
線

管
理
課

長
の
管
理

の
も
と

、
表

１
０

２
－

２
に

示
す
排
気

筒
等
よ

り
放
出

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

次
の

事
項
を

管
理
す

る
。
 

(
1)
 
排
気

筒
か

ら
の
放

射
性
気

体
廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
周
辺

監
視
区

域
外

の
空
気

中
の

放
射
性

物
質

濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

、
法
令
に

定
め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
空

気
中
の

濃
度
限

度
を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(
2)
 
排
気

筒
か

ら
の

放
射

性
物
質
の

放
出
量
が

表
１
０
２

－
１
に
定

め
る

放
出

管
理

目
標
値
を

超
え
な
い

よ
う
に

努
め

る
こ

と
。
 

３
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

表
１

０
２
－

２
に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

、
同

表
に

定
め
る

頻
度
で

測
定
す

る
。
 

４
．
表

１
０

２
－

２
に

示
す

排
気

筒
等
以

外
の
場

所
に

お
い

て
換

気
を

行
う

場
合

は
、
次

の
事
項

を
行
う

。
た

だ
し
、

第
１
０
６

条
第
１

項
（

１
）

に
定

め
る

区
域
等
に

お
け
る

換
気
は

、
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

(1
)
 作

業
の
所
管

課
（
室

）
長
は

、
フ

ィ
ル

タ
付

局
所

排
気

装
置

等
に

よ
り
法
令

に
定
め

る
管
理

区
域

に
係

る
値
を

超
え
な

い
よ

う
拡

散
防

止
措

置
を

行
う
。
 

(
2
)
 放

射
線
管
理

課
長

は
、
表

１
０
２
－

３
に
定

め
る
項

目
に

つ
い

て
、
同

表
に
定

め
る

頻
度

で
測

定
し
、
法
令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を
超

え
て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。
た

だ
し
、
換
気
に

よ
っ

て
放

出
さ

れ
る
空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

法
令
に

定
め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
る

お
そ
れ

が
な
い

場
合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 表
１
０

２
－

１
 

項
 
 

 
目
 

放
出

管
理

目
標
値
 

（
１

，
２

，
３

号
炉
合
算

）
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物
 

 

希
ガ

ス
 

1
.
0×

1
0
15
 
B
q/
年
 

よ
う

素
１

３
１
 

2
.
5×

1
0
10
 
B
q/
年
  

（
以
下
略

）
 

           

 

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１

０
２

条
 
発

電
室
長

お
よ
び

原
子
炉

保
修

課
長
は

、
放
射
性

気
体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は
、
放
射
線

管
理
課

長
の
管

理
の

も
と

、
表

１
０
２
－

２
に
示

す
排
気

筒
等

よ
り

放
出

す
る
。
 

２
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
次
の

事
項
を

管
理

す
る

。
 

(1
)
 
排
気

筒
か

ら
の

放
射

性
気
体

廃
棄
物

の
放
出

に
よ

る
周
辺

監
視
区

域
外

の
空

気
中

の
放
射

性
物
質

濃
度

の
３

ヶ
月
平
均

値
が
、

法
令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る
空

気
中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(2
)
 
排
気

筒
か
ら
の

放
射
性
物

質
の
放
出

量
が

表
１
０
２

－
１
に
定

め
る
放
出

管
理
目
標

値
を
超
え

な
い

よ
う
に

努
め
る
こ

と
。
 

３
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
表
１

０
２
－

２
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表
に

定
め
る

頻
度

で
測

定
す

る
。
 

４
．

表
１

０
２

－
２
に
示

す
排
気

筒
等
以

外
の

場
所

に
お

い
て

換
気

を
行

う
場
合

は
、
次

の
事

項
を

行
う

。
た

だ
し
、

第
１
０

６
条

第
１

項
（

１
）
に
定

め
る
区

域
等
に

お
け

る
換

気
は

、
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

(
1
)
 作

業
の

所
管
課
（

室
）
長

は
、
フ

ィ
ル

タ
付
局

所
排
気

装
置

等
に
よ

り
法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係
る
値

を

超
え

な
い

よ
う

拡
散

防
止

措
置
を

行
う

。
 

(
2
)
 放

射
線

管
理

課
長
は
、
表
１

０
２

－
３

に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て
、
同

表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定
し
、
法

令
に

定
め

る
管

理
区
域

に
係
る

値
を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認
す
る

。
た

だ
し

、
換
気

に
よ
っ

て
放

出
さ
れ

る
空
気

中
の

放
射

性
物
質

濃
度
が

法
令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る
値
を

超
え
る

お
そ
れ

が
な

い
場

合
は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 表
１

０
２

－
１
 

項
 
 
 

目
 

放
出

管
理

目
標
値
 

（
３
号
炉

）
 

放
射
性
気

体
廃

棄
物
 

 

希
ガ
ス
 

1
.
0×

1
0
1
5  
B
q
/年

 

よ
う
素

１
３

１
 

2
.
5×

1
0
1
0  
B
q
/年

  

（
以

下
略

）
 

 

                   廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映
（

放
出
管
理

目
標
値

を
１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

と
３

号
炉

に
分

け
て

設
定

す

る
こ

と
に

よ
る

変
更

）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
目
 
的

）
 

第
 １

３
５

 条
 
こ

の
規

定
第

２
編

（
第

２
編

に
お

い
て

、
以
下
、
「

本
編

」
と

い
う
。
）

は
、

原
子

炉
等

規
制

法
第

４
３
条

の
３

の
２

４
第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
廃

止
措

置
段

階
の

う
ち
、

解
体

準
備

期
間

に
あ

る
美

浜
発

電
所

１
号
炉
お

よ
び
２

号
炉

原
子

炉
施
設
（

本
編

に
お
い
て

、
以

下
、「

原
子

炉
施

設
」
と
い

う
。
）
の
保

安
の
た

め
に
必

要
な
措
置
（

本
編

に
お

い
て
、
以

下
、「

保
安

活
動
」
と
い

う
。）

を
定
め
、
核
燃

料
物
質

等
ま

た
は

原
子

炉
に

よ
る

災
害
の
防

止
を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

                               

（
目
 
的

）
 

第
 １

３
５

 条
 
こ
の
規

定
第
２

編
（

第
２

編
に

お
い
て
、
以

下
、「

本
編
」
と
い

う
。）

は
、
原

子
炉

等
規

制
法
第

４
３
条

の
３

の
２

４
第

１
項
の
規

定
に
基

づ
き
、
廃
止
措

置
段

階
の

う
ち
、
原

子
炉

周
辺

設
備

解
体
撤
去

期
間
に

あ
る
美

浜
発

電
所

１
号

炉
お
よ
び

２
号
炉

原
子
炉

施
設

（
本

編
に

お
い

て
、

以
下
、「

原
子

炉
施

設
」
と

い
う
。）

の
保
安

の
た

め
に

必
要

な
措
置
（
本

編
に
お

い
て
、
以

下
、「

保
安
活

動
」
と
い

う
。）

を
定
め
、

核
燃
料

物
質
等

ま
た
は

原
子

炉
に

よ
る

災
害
の
防

止
を
図

る
こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 

 廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映
（

原
子
炉
周

辺
設
備

解
体
撤

去
期
間

へ
の

移
行

に
よ

る
変

更
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
廃

止
措

置
主

任
者

の
選
任

）
 

第
１

４
４

条
 

所
長

は
、
廃

止
措

置
主

任
者

を
、
保

安
活
動

を
監

督
す

る
に

当
た

り
必

要
な

知
識

を
有

す
る

こ
と
を

所
長

が
認

め
た

者
で

あ
っ

て
、
次

の
各

号
の

業
務

に
通
算

し
て

３
年

以
上

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
か

ら
選
任

す
る

。
 

(
1
)
 
原

子
炉

施
設

の
施

設
管
理

に
関

す
る

業
務
 

(
2
)
 
原

子
炉

の
運

転
に

関
す
る

業
務

 

(
3
)
 
原

子
炉

施
設

の
設

計
に
係

る
安

全
性

の
解

析
お

よ
び

評
価

に
関

す
る

業
務

 

(
4
)
 
原

子
炉

に
使

用
す

る
燃
料

体
の

設
計

ま
た

は
管

理
に

関
す

る
業

務
 

２
．

廃
止

措
置

主
任

者
は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

で
兼

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

３
．

廃
止

措
置

主
任

者
の
職

位
は

、
課

（
室

）
長

以
上

と
す

る
。
 

４
．

廃
止

措
置

主
任

者
に
は

代
行

者
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

 ５
．
廃

止
措

置
主
任

者
が

職
務

を
遂

行
で

き
な

い
期

間
が

長
期

に
わ

た
る

場
合

は
、
第

１
項

か
ら

第
３

項
に

基
づ
き

、

あ
ら

た
め

て
廃

止
措

置
主

任
者

を
選

任
す

る
。

 

（
廃

止
措
置

主
任

者
の

選
任

）
 

第
１

４
４
条

 
所

長
は
、
廃

止
措

置
主

任
者

を
、
保

安
活

動
を
監

督
す

る
に

当
た

り
必

要
な

知
識

を
有

す
る

こ
と

を

所
長

が
認

め
た

者
で

あ
っ

て
、
次

の
各

号
の

業
務

に
通

算
し

て
３

年
以

上
従

事
し

た
経
験

を
有

す
る

者
か

ら
選

任

す
る

。
 

(
1
)
 
原

子
炉
施

設
の

施
設

管
理

に
関

す
る

業
務
 

(
2
)
 
原

子
炉
の

運
転

に
関

す
る

業
務

 

(
3
)
 
原

子
炉
施

設
の

設
計

に
係

る
安

全
性

の
解

析
お

よ
び

評
価

に
関

す
る

業
務

 

(
4
)
 
原

子
炉
に

使
用

す
る

燃
料

体
の

設
計

ま
た

は
管

理
に

関
す

る
業

務
 

２
．

廃
止
措

置
主

任
者

は
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

で
兼

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
．

廃
止
措

置
主

任
者

の
職

位
は

、
課

（
室

）
長

以
上

と
す

る
。
 

４
．
廃

止
措

置
主

任
者

に
は
代

行
者

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。
な

お
、
廃

止
措

置
主
任

者
の

代
行

者
を

置
く

場
合

は
、

第
１

項
か

ら
第

３
項

に
基

づ
き

選
任

す
る

。
 

５
．
廃

止
措

置
主

任
者
が

職
務

を
遂

行
で

き
な

い
期

間
が

長
期

に
わ

た
る

場
合

は
、
第

１
項

か
ら

第
３

項
に

基
づ
き

、

あ
ら

た
め

て
廃

止
措

置
主

任
者

を
選

任
す

る
。
 

          記
載

の
適

正
化
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
工

事
の

計
画

お
よ

び
実
施

）
 

第
１

５
５

条
 

原
子

力
部
門

は
、

廃
止

措
置

工
事

※
１
を

実
施

す
る

場
合

、
以

下
の

必
要

な
プ
ロ

セ
ス

を
実

施
す

る
。
 

 
(
1
)
 工

事
計

画
 

(
2
)
 
設

計
計

画
 

 
(
3
)
 調

達
管

理
 

 
(
4
)
 工

事
管

理
 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
第

１
項

の
工

事
計

画
を

策
定

す
る

に
あ

た
り

、
工

事
の

内
容
が

３
号

炉
の

原
子

炉
施

設
の

機

能
に

影
響

を
与
え

な
い

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

３
．
原

子
力

部
門

は
、
廃

止
措

置
工

事
を
実

施
す

る
に

あ
た

り
、
廃

止
措
置

計
画

を
踏

ま
え
、
必

要
に

応
じ

て
次
の

各
号

に
示

す
措

置
を

講
じ
る

。
 

(
1
)
 
汚

染
拡

大
防

止
対

策
お

よ
び

漏
え

い
防

止
対

策
 

(
2
)
 
被

ば
く

低
減

対
策

 

(
3
)
 
事

故
防

止
対

策
 

４
．

原
子

力
部

門
は

、
廃
止

措
置

工
事

の
結

果
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

 

 ※
１
：
廃

止
措
置

工
事

と
は
、
廃

止
措

置
計

画
に

基
づ

く
、
核

燃
料

物
質
に

よ
る

汚
染

の
除

去
、
残

存
放
射

能
調

査

工
事

お
よ

び
そ

の
他

第
１

８
７

条
に

定
め

る
保

全
対

象
範

囲
以

外
の

設
備

の
解

体
撤

去
工

事
を
い

う
。

 

（
工

事
の
計

画
お

よ
び

実
施

）
 

第
１

５
５
条

 
原

子
力

部
門

は
、

廃
止

措
置

工
事

※
１
を

実
施

す
る

場
合

、
以

下
の

必
要

な
プ

ロ
セ

ス
を

実
施

す
る
。
 

 
(1

)
 
工

事
計
画

 

(
2
)
 
設

計
計
画

 

 
(3

)
 
調

達
管
理

 

 
(4

)
 
工

事
管
理

 

２
．
原

子
力

部
門

は
、
第

１
項

の
工

事
計

画
を

策
定

す
る

に
あ

た
り
、
工

事
の

内
容

が
３
号

炉
の

原
子

炉
施

設
の

機

能
に

影
響

を
与

え
な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
．
原

子
力

部
門

は
、
廃

止
措

置
工

事
を

実
施
す

る
に

あ
た

り
、
廃

止
措

置
計
画

を
踏

ま
え
、
必

要
に

応
じ

て
次

の

各
号

に
示
す

措
置

を
講

じ
る

。
 

(
1
)
 
汚

染
拡

大
防

止
対

策
お

よ
び

漏
え

い
防

止
対

策
 

(
2
)
 
被

ば
く

低
減

対
策

 

(
3
)
 
事

故
防

止
対

策
 

４
．

原
子
力

部
門

は
、

廃
止

措
置

工
事

の
結

果
に

つ
い

て
記

録
す

る
。
 

 ※
１
：
廃

止
措

置
工
事

と
は

、
廃

止
措

置
計

画
に

基
づ

く
、
系

統
除

染
工

事
、
残

存
放

射
能

調
査

工
事

お
よ

び
設

備

の
解

体
撤

去
工

事
を

い
う

。
 

               廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
廃

止
措

置
工

事
対

象
の
明

確
化
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
新
規

作
成

）
 

（
解

体
撤

去
物

の
管
理
）
 

第
１

５
５

条
の

２
 
各
課
（

室
）
長
は

、
管

理
区

域
内

で
発

生
し

た
解

体
撤

去
物
を
「

放
射

性
廃

棄
物

で
な
い
廃

棄
物
」、

「
放
射
性

物
質
と

し
て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

と
し

て
処

理
す
る

か
、
放

射
性

固
体

廃
棄

物
と

す
る

か
を

判
断

す
る

前
段
階
の

も
の
で

保
管
エ

リ
ア

※
１
に

保
管

す
る
も
の
（

以
下
、「

解
体

保
管

物
」
と

い
う

。
）」

ま
た
は
「
放

射
性
固

体
廃
棄
物

」
に
分

別
し
、

次
の

事
項

を
実

施
す
る
。
 

(
1
)
 「

放
射

性
廃

棄
物

で
な

い
廃

棄
物
」

は
、
第

１
６

６
条

第
２

項
に

従
い

管
理

す
る
。
 

(
2
) 
「

解
体

保
管

物
」
は
、
ポ
リ

袋
で

養
生

す
る

こ
と

等
に

よ
り
、
汚

染
の
広

が
り

な
ら

び
に

異
物
の
混

入
お
よ

び

放
射

性
物

質
に

よ
る
追
加

的
な
汚

染
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
た

上
で
、
次

の
事

項
に

従
い
、
保

管
エ
リ

ア
に
保

管
す

る
。
 

イ
．
ド
ラ

ム
缶

に
封

入
ま

た
は

メ
ッ
シ
ュ

型
の
角

型
容
器

に
収

納
す

る
こ

と
。
た

だ
し
、
放

射
能

レ
ベ
ル

区
分

※

２
が

Ｌ
２

と
判
断
さ

れ
る
解

体
保

管
物
は

、
ド
ラ

ム
缶

に
封

入
す

る
こ

と
。
 

ロ
．
放

射
能
レ

ベ
ル
区

分
が

Ｃ
Ｌ

と
判

断
さ

れ
る

解
体
保

管
物
は

、
Ｌ

２
ま
た

は
Ｌ

３
と

判
断

さ
れ
る
解

体
保
管

物
と
同
じ

容
器
（

ド
ラ

ム
缶

ま
た

は
メ
ッ

シ
ュ
型

の
角
型

容
器

を
い

う
。
以
下
、
本

条
お

よ
び

次
条

に
お

い
て

同
じ
。）

に
収

納
し

な
い
こ
と

。
 

ハ
．
容

器
表
面

の
線
量

当
量

率
が
、
表

１
５

５
の

２
－

１
お
よ
び

表
１

５
５

の
２

－
２

に
示

す
各

保
管
エ

リ
ア
の

「
容
器

表
面
の

最
大

線
量

当
量
率

」
を
超
え

な
い
こ

と
に
つ
い

て
、
放

射
線
管
理

課
長
の

確
認
を

受
け
る
こ

と
。
 

二
．
容
器

の
保
管

数
が
、
表

１
５

５
の
２

－
１
お

よ
び
表

１
５

５
の

２
－

２
に

示
す

各
保

管
エ
リ

ア
の
「

最
大
保

管
数
」
を

超
え
な

い
こ

と
に

つ
い

て
、

放
射
線
管

理
課
長

の
確
認

を
受

け
る

こ
と

。
 

(
3
)
 「

放
射

性
固

体
廃

棄
物

」
は

、
第
１

６
５
条

の
２

第
１

項
（

５
）

に
従

い
固

体
廃
棄

物
貯
蔵

庫
に
保

管
す

る
。
 

２
．

放
射
線

管
理
課

長
は

、
第

１
項
（
２

）
に

従
い

保
管

エ
リ
ア

に
保
管

す
る
容
器

に
は
、「

解
体
保

管
物
」

を
示
す

標
識
を
付

け
、「

解
体

保
管
物
」

に
係
る

記
録

と
照

合
で

き
る

整
理

番
号

を
付
け

る
。
 

 ※
１
：
保
管

エ
リ
ア

と
は
、
廃
止

措
置
計

画
に
基

づ
き
、
管

理
区

域
内

に
設
置
す

る
解
体

撤
去
物

の
保

管
を

行
う

エ
リ

ア
を

い
う

。
 

※
２

：
廃

止
措

置
計
画
に

定
め
る

放
射
能

レ
ベ

ル
区

分
（

Ｌ
２

、
Ｌ

３
お

よ
び
Ｃ

Ｌ
）
 

 

 廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
解

体
撤

去
物

の
管

理
を
追

加
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

 
表

１
５

５
の

２
－

１
 

１
号

炉
に

設
置

す
る
保
管

エ
リ
ア
 

場
所
 

E
L 

保
管
エ

リ
ア
 

容
器
表
面

の
 

最
大

線
量

当
量
率
 

最
大

保
管
数

※
３
 

原
子
炉
 

補
助
建

屋
 

1
0
.
1
 
m 

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ
ア
 

1
μ
Sv

/
h 

9
6 

1
0
.
1
 
m 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
 

シ
ャ

ッ
タ

前
エ

リ
ア
 

1
μ
Sv

/
h 

4
8 

4
.
0
 
m 

内
部

ス
プ

レ
ポ

ン
プ
エ
リ

ア
 

2
mS
v/
h 

4
2
（
1
1
0）

 

4
.
0
 
m 

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
室
 

2
mS
v/
h 

2
5（

6
3）

 

4
.
0
 
m 

ガ
ス

圧
縮

機
室
 

2
mS
v/
h 

（
1
8）

 

-1
.
2
6 
m 

充
て

ん
ポ

ン
プ
室
 

2
mS
v/
h 

3
0（

8
1）

 

-1
.
2
6 
m 

ホ
ー

ル
ド

ア
ッ

プ
タ
ン
ク

室
 

2
mS
v/
h 

（
1
05
）
 

-1
.
2
6 
m 

１
次

冷
却

材
ポ

ン
プ
 

シ
ー

ル
点

検
室
 

2
mS
v/
h 

2
0（

4
5）

 

-1
.
2
6 
m 

ほ
う

酸
回

収
装

置
室
 

2
mS
v/
h 

（
2
8）

 

-1
.
2
6 
m 

余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室
 

2
mS
v/
h 

（
2
1）

 

-6
.
1
5 
m 

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
エ
リ
ア
 

2
mS
v/
h 

（
3
5）

 

原
子
炉
 

格
納
容

器
 

1
0
.
1
 
m 

格
納

容
器

循
環
 

空
調

装
置

エ
リ
ア
 

2
mS
v/
h 

13
2 

※
３

：
メ

ッ
シ

ュ
型
の
角

型
容
器

に
お
け

る
最

大
保

管
体

数
。（

 ）
内
は
ド

ラ
ム

缶
に

お
け

る
最
大
保

管
本
数

。
 

 表
１

５
５

の
２

－
２
 

２
号

炉
に

設
置

す
る
保
管

エ
リ
ア
 

場
所
 

E
L 

保
管
エ

リ
ア
 

容
器
表
面

の
 

最
大

線
量

当
量
率
 

最
大
保

管
数

※
3  

原
子
炉
 

補
助
建

屋
 

1
0
.
1
 
m 

新
燃

料
貯

蔵
庫

エ
リ
ア
 

1
μ
Sv

/
h 

9
6 

1
0
.
1
 
m 

１
次

系
純

水
タ

ン
ク
エ
リ

ア
 

0
.
1
mS
v
/
h 

（
1
96
）
 

1
0
.
1
 
m 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
 

シ
ャ

ッ
タ

前
エ

リ
ア
 

1
μ
Sv

/
h 

4
8 

1
0
.
1
 
m 

ほ
う

酸
タ

ン
ク
室
 

2
mS
v/
h 

（
3
0）

 

4
.
0
 
m 

Ｍ
Ｇ

セ
ッ

ト
エ

リ
ア
 

2
mS
v/
h 

2
6（

6
9）

 

4
.
0
 
m 

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
室
 

2
mS
v/
h 

2
4（

6
6）

 

-1
.
2
6 
m 

ホ
ー

ル
ド

ア
ッ

プ
タ
ン
ク

室
 

2
mS
v/
h 

（
1
62
）
 

-1
.
2
6 
m 

内
部

ス
プ

レ
ポ

ン
プ
室
 

2
mS
v/
h 

2
7（

6
4）

 

-1
.
2
6 
m 

充
て

ん
ポ

ン
プ
室
 

2
mS
v/
h 

2
4（

7
0）

 

-1
.
2
6 
m 

ほ
う

酸
回

収
装

置
室
 

2
mS
v/
h 

（
3
9）

 

-1
.
2
6 
m 

余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室
 

2
mS
v/
h 

（
2
4）

 

-6
.
1
5 
m 

高
圧

注
入

ポ
ン

プ
室
 

2
mS
v/
h 

（
2
6）

 

原
子
炉
 

格
納
容

器
 

1
0
.
1
 
m 

格
納

容
器

循
環
 

空
調

装
置

エ
リ
ア
 

2
mS
v/
h 

16
2 

 

廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
解

体
撤

去
物

の
管

理
を
追

加
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
新
規

作
成

）
 

（
保

管
エ

リ
ア

の
管
理
）
 

第
１

５
５

条
の

３
 
放
射

線
管
理

課
長

は
、
保

管
エ

リ
ア
を

壁
、
柵

等
の
区

画
物

に
よ

っ
て

区
画

す
る
他
、
保
管
エ

リ

ア
の
目
に

付
き
や

す
い
箇

所
に

保
管

エ
リ

ア
で

あ
る

旨
を

掲
示
す

る
。
 

２
．
放

射
線
管

理
課

長
は
、
保

管
エ

リ
ア

に
係

る
次

の
事

項
を
確

認
す
る

と
と

も
に
、
そ
の
結

果
、
異

常
が
認

め
ら
れ

た
場
合
に

は
必
要

な
措
置

を
講

じ
る

。
 

(
1
)
 「

解
体

保
管
物
」

の
保

管
状

況
を
確

認
す
る

た
め

に
、

１
週

間
に

１
回

、
保

管
エ
リ

ア
を
巡

視
す
る

。
 

(
2
)
 １

ヶ
月

に
１

回
、
「
解

体
保

管
物

」
を
収
納

し
た
容

器
の
保

管
数
を

確
認

す
る

。
 

３
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
保
管

エ
リ
ア

の
目

に
付

き
や

す
い

場
所

に
管

理
上
の

注
意
事

項
を

掲
示

す
る

。
 

廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
保

管
エ

リ
ア

の
管

理
を
追

加
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
新
燃

料
の

運
搬

）
 

第
１
６

１
条
 
原

子
燃

料
課

長
は
、
新

燃
料

輸
送

容
器

か
ら

新
燃

料
を

取
り

出
す

場
合
は

、
補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン
、
新

燃
料
エ
レ

ベ
ー
タ

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
ク
レ
ー

ン
の
う

ち
か
ら

必
要

な
燃

料
取

扱
設

備
を

使
用

す
る
。
 

２
．
原
子

燃
料
課

長
は

、
発
電
所

内
に

お
い

て
新

燃
料

を
運

搬
す

る
場
合

は
、
運

搬
前
に

次
の
事

項
を
確

認
し
、
新
燃

料
輸
送
容

器
に
収

納
す

る
。
 

(
1
)
 法

令
に
適
合

す
る

容
器

を
使

用
す

る
こ
と
。
 

(
2
)
 補

助
建
屋
ク

レ
ー

ン
、
新

燃
料

エ
レ

ベ
ー
タ

、
使

用
済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

の
う

ち
か
ら

必
要
な

燃
料
取

扱

設
備

を
使

用
す

る
こ

と
。
 

(
3
)
 新

燃
料
が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

を
講
じ
る

こ
と
。
な

お
、
新

燃
料
か

ら
燃
料

棒
を

引
抜

き
、
燃
料
棒

表
面
を

除
染

す
る

場
合

は
、

取
り

扱
う
数

量
を
燃

料
集
合

体
１

体
毎

か
つ

そ
の

１
体
分
の

燃
料
棒

に
限
定

す
る

こ
と

。
 

 

（
以
下
略

）
 

（
新

燃
料

の
運

搬
）
 

第
１

６
１

条
 
原

子
燃
料

課
長
は
、
新

燃
料

輸
送

容
器
か
ら

新
燃

料
を
取

り
出
す

場
合

は
、
補

助
建

屋
ク

レ
ー
ン
、
新

燃
料
エ

レ
ベ

ー
タ

、
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

ク
レ
ー

ン
の

う
ち

か
ら

必
要

な
燃

料
取

扱
設
備

を
使
用

す
る

。
 

２
．
原

子
燃
料

課
長

は
、
発
電

所
内

に
お

い
て

新
燃

料
を

運
搬
す

る
場
合

は
、
運

搬
前

に
次
の

事
項

を
確

認
し
、
新
燃

料
輸
送

容
器

に
収

納
す

る
。
 

(
1
)
 法

令
に

適
合

す
る

容
器
を
使

用
す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 補

助
建

屋
ク

レ
ー
ン
、
新
燃

料
エ

レ
ベ

ー
タ
、
使
用

済
燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
の

う
ち

か
ら

必
要
な

燃
料
取

扱

設
備

を
使

用
す
る

こ
と
。
 

(
3
)
 新

燃
料

が
臨

界
に

達
し
な
い

措
置
を

講
じ
る

こ
と

。
 

  

（
以

下
略

）
 

        廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
新

燃
料

の
搬

出
方

法
の
変

更
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
新
燃

料
の

貯
蔵

）
 

第
１
６

２
条
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
新
燃

料
を
貯

蔵
す

る
場

合
は

、
次

の
事

項
を

遵
守
す

る
。
 

(
1)
 新

燃
料

は
、
新

燃
料
貯

蔵
庫

ま
た
は

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
（
以

下
、「

貯
蔵

施
設
」
と
い
う

。）
に

貯
蔵
す

る
こ

と
。
 

(
2)
 
貯
蔵

施
設

の
目

に
つ

き
や
す
い

箇
所
に
燃

料
貯
蔵
施

設
で
あ
る

旨
お

よ
び

貯
蔵

上
の
注
意

事
項
を
掲

示
す
る

こ
と
。
 

(
3)
 補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
、
新

燃
料

エ
レ

ベ
ー

タ
、
使

用
済
燃

料
ピ

ッ
ト

ク
レ

ー
ン

の
う

ち
か
ら

必
要
な

燃
料

取
扱

設
備
を

使
用

す
る

こ
と
。
 

(
4)
 貯

蔵
施

設
に

お
い

て
新
燃
料

が
臨
界

に
達

し
な

い
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い
る

こ
と
を

確
認
す

る
こ

と
。
 

(
5)
 １

号
炉

お
よ

び
２

号
炉
の
使

用
済
燃

料
ピ

ッ
ト

内
で

燃
料

の
配

置
変

更
を
行

う
場
合

は
、
燃

料
が

臨
界

に
達
し

な
い
こ

と
を

あ
ら

か
じ

め
評

価
お

よ
び
確

認
す
る

こ
と

。
 

 

（
新

燃
料

の
貯

蔵
）
 

第
１

６
２

条
 
原

子
燃
料

課
長
は

、
新
燃

料
を

貯
蔵

す
る

場
合

は
、

次
の

事
項
を

遵
守
す

る
。
 

(1
)
 新

燃
料
は
、

使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

（
以
下

、「
貯

蔵
施

設
」

と
い

う
。）

に
貯

蔵
す

る
こ
と

。
 

 (2
)
 
貯
蔵

施
設
の
目

に
つ
き
や

す
い
箇
所

に
燃

料
貯
蔵
施

設
で
あ
る

旨
お
よ
び

貯
蔵
上
の

注
意
事
項

を
掲

示
す
る

こ
と

。
 

(3
)
 補

助
建
屋
ク

レ
ー
ン

、
新
燃

料
エ
レ

ベ
ー
タ

、
使
用

済
燃
料

ピ
ッ

ト
ク

レ
ー

ン
の

う
ち

か
ら

必
要
な

燃
料
取

扱

設
備

を
使

用
す

る
こ
と
。
 

(4
)
 貯

蔵
施
設
に

お
い
て

新
燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置
が
講

じ
ら
れ

て
い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。
 

(5
)
 １

号
炉
の
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
内

で
燃

料
の

配
置

変
更
を
行

う
場
合

は
、
燃

料
が

臨
界

に
達

し
な

い
こ

と
を
あ

ら
か

じ
め

評
価

お
よ
び
確

認
す
る

こ
と

。
 

 

  廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
新

燃
料

貯
蔵

庫
の

供
用
終

了
）
 

     記
載

の
適

正
化
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
）
 

第
１
６

８
条
 
発

電
室

長
は

、
放

射
性
液

体
廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
、
放

射
線

管
理

課
長
の

管
理

の
も
と

、
復
水

器
冷
却
水

放
水
路

よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

次
の

事
項
を

管
理
す

る
。
 

(
1
)
 
放

射
性
液

体
廃
棄

物
の
放

出
に
よ
る

復
水
器

冷
却
水
放

水
路
排

水
中

の
放
射

性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月
平
均

値

が
、
法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け
る

水
中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(
2
)
 
復
水

器
冷

却
水
放

水
路

排
水

中
の

放
射

性
物
質
（

ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く
。）

の
放
出

量
が
、

表
１

６
８
－

１
に

定
め
る
放

出
管

理
目

標
値

を
超

え
な

い
よ

う
に
努

め
る
こ

と
。
 

３
．
放

射
線
管

理
課

長
は
、
復

水
器

冷
却

水
放
水

路
排
水

中
の

ト
リ

チ
ウ

ム
の

放
出

量
が
、
表
１

６
８
－

２
に

定
め
る

放
出
管
理

の
基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努
め
る

。
 

４
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

表
１

６
８
－

３
に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

、
同

表
に

定
め
る

頻
度
で

測
定
す

る
。
 

 表
１
６

８
－

１
 

項
 
 
 

目
 

放
出
管

理
目

標
値
 

（
１

、
２

、
３

号
炉

合
算

）
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト
リ
チ

ウ
ム

を
除
く

。）
 

7.
1×

1
0
10
 
B
q/
年
 

 表
１
６

８
－

２
 

項
 

 
 
目
 

放
出
管
理

の
基
準

値
 

（
１

、
２

、
３

号
炉

合
算
）

 

ト
リ

チ
ウ

ム
 

1.
1×

1
0
1
4  
B
q/
年
 

 

（
以
下
略

）
 

 

        

 

         

 

（
放

射
性

液
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１

６
８

条
 
発

電
室
長

は
、
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合
は
、
放
射

線
管

理
課

長
の

管
理

の
も

と
、
復

水

器
冷
却

水
放

水
路

よ
り

放
出
す
る

。
 

２
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
次
の

事
項
を

管
理

す
る

。
 

(
1
) 

放
射

性
液

体
廃
棄
物

の
放

出
に
よ
る

復
水
器

冷
却
水
放

水
路
排

水
中
の
放

射
性
物

質
濃
度

の
３
ヶ
月

平
均
値

が
、

法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視
区

域
外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な
い

こ
と
。
 

(
2
)
 復

水
器

冷
却

水
放

水
路
排
水

中
の
放

射
性
物

質
（
コ
バ

ル
ト

６
０
）
の

放
出

量
が
、
表

１
６

８
－
１

に
定
め

る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い
よ

う
に
努

め
る

こ
と

。
 

３
．
放
射
線

管
理
課

長
は
、
復
水

器
冷
却

水
放
水

路
排

水
中

の
ト

リ
チ

ウ
ム

の
放

出
量
が
、
表
１

６
８

－
２

に
定

め
る

放
出
管

理
の

基
準

値
を

超
え
な
い

よ
う
に

努
め
る

。
 

４
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
表
１

６
８
－

３
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表
に

定
め
る

頻
度

で
測

定
す

る
。
 

 表
１

６
８

－
１
 

項
 

 
 
目
 

放
出
管

理
目

標
値
 

（
１
号
炉

お
よ

び
２

号
炉

合
算
）
 

放
射
性
液

体
廃

棄
物
 

（
コ
バ
ル

ト
６

０
）
 

2
.
1×

10
7  
B
q
/年

 

 表
１

６
８

－
２
 

項
 
 
 

目
 

放
出
管

理
の

基
準

値
 

（
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

合
算
）

 

ト
リ
チ
ウ

ム
 

1
.
7×

1
0
1
3  
B
q/
年
 

 

（
以

下
略

）
 

 

        

 

       

 

      廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映
（

放
出
管
理

目
標
値

を
１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

と
３

号
炉

に
分

け
て

設
定

す

る
こ

と
に

よ
る

変
更

）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
）
 

第
１
６

９
条
 
発

電
室

長
は

、
放

射
性
気

体
廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
、
放

射
線

管
理

課
長
の

管
理

の
も
と

、
表
１

６
９

－
２

に
示
す

排
気
筒

等
よ
り

放
出

す
る

。
 

２
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

次
の

事
項
を

管
理
す

る
。
 

(
1
) 

排
気
筒

か
ら
の

放
射

性
気

体
廃
棄

物
の
放

出
に
よ

る
周
辺

監
視
区

域
外
の

空
気
中

の
放
射

性
物
質

濃
度
の

３

ヶ
月

平
均

値
が

、
法

令
に

定
め
る

周
辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度
限

度
を
超

え
な
い

こ
と

。
 

(
2
) 

排
気
筒

か
ら
の

放
射

性
物

質
の
放

出
量
が

表
１
６

９
－
１

に
定
め

る
放
出

管
理
目

標
値
を

超
え
な

い
よ
う

に

努
め

る
こ

と
。
 

３
．
放

射
線

管
理

課
長

は
、

表
１

６
９
－

２
に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

、
同

表
に

定
め
る

頻
度
で

測
定
す

る
。
 

４
．
表

１
６

９
－

２
に

示
す

排
気

筒
等
以

外
の
場

所
に

お
い

て
換

気
を

行
う

場
合

は
、
次

の
事
項

を
行
う

。
た

だ
し
、

第
１
７

３
条

第
１

項
（

１
）

に
定

め
る
区

域
等
に

お
け

る
換

気
は

、
こ

の
限

り
で

な
い
。
 

(
1
)
 作

業
の

所
管
課
（
室

）
長
は

、
フ
ィ

ル
タ
付

局
所
排

気
装

置
等

に
よ

り
法

令
に

定
め

る
管
理

区
域
に

係
る
値

を

超
え

な
い

よ
う

拡
散

防
止

措
置
を

行
う

。
 

(
2
)
 放

射
線

管
理

課
長

は
、
表

１
６

９
－

３
に

定
め
る
項

目
に
つ

い
て
、
同
表
に

定
め
る

頻
度

で
測

定
し
、
法
令

に

定
め

る
管

理
区
域

に
係

る
値

を
超
え

て
い

な
い

こ
と
を

確
認

す
る
。

た
だ

し
、

換
気
に

よ
っ

て
放

出
さ
れ

る
空

気
中

の
放

射
性
物

質
濃

度
が

法
令
に

定
め

る
管

理
区
域

に
係

る
値
を

超
え

る
お

そ
れ
が

な
い

場
合

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 表
１
６

９
－

１
 

項
 
 

 
目
 

放
出

管
理

目
標
値
 

（
１

、
２

、
３

号
炉
合
算

）
 

放
射

性
気

体
廃
棄

物
 

 

希
ガ
ス
 

1
.
0×

1
0
1
5  
B
q
/年

 

よ
う
素

１
３

１
 

2
.
5×

1
0
1
0  
B
q
/年

 

 

（
以
下
略

）
 

 

              

 

（
放

射
性

気
体

廃
棄
物
の

管
理
）
 

第
１

６
９

条
 
発

電
室
長

は
、
放

射
性

気
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合
は
、
放
射

線
管

理
課

長
の

管
理

の
も

と
、
表

１

６
９
－
２

に
示
す

排
気

筒
等

よ
り

放
出

す
る
。
 

２
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
次
の

事
項
を

管
理

す
る

。
 

(
1)
 
排
気

筒
か
ら

の
放
射

性
気

体
廃
棄

物
の
放

出
に
よ

る
周
辺

監
視
区

域
外
の

空
気
中

の
放

射
性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が
、

法
令
に

定
め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け
る
空

気
中
の

濃
度
限

度
を

超
え

な
い

こ
と
。
 

(
2)
 
排
気

筒
か
ら

の
放
射

性
物

質
の
放

出
量
が

表
１
６

９
－
１

に
定
め

る
放
出

管
理
目

標
値

を
超
え

な
い
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。
 

３
．

放
射

線
管

理
課
長
は

、
表
１

６
９
－

２
に

定
め

る
項

目
に

つ
い

て
、

同
表
に

定
め
る

頻
度

で
測

定
す

る
。
 

４
．

表
１

６
９

－
２
に
示

す
排
気

筒
等
以

外
の

場
所

に
お

い
て

換
気

を
行

う
場
合

は
、
次

の
事

項
を

行
う

。
た

だ
し
、

第
１

７
３

条
第

１
項
（
１

）
に
定

め
る

区
域

等
に

お
け

る
換

気
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

(
1)
 作

業
の

所
管
課
（

室
）
長

は
、
フ

ィ
ル

タ
付

局
所

排
気
装
置

等
に
よ

り
法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値
を

超
え

な
い

よ
う
拡

散
防
止

措
置
を

行
う

。
 

(
2)
 放

射
線

管
理

課
長

は
、
表

１
６

９
－

３
に
定

め
る
項

目
に

つ
い
て

、
同
表

に
定
め

る
頻

度
で

測
定

し
、
法

令
に

定
め

る
管
理

区
域

に
係

る
値
を

超
え

て
い
な

い
こ

と
を

確
認
す

る
。

た
だ
し

、
換

気
に

よ
っ
て

放
出

さ
れ

る
空

気
中

の
放
射

性
物

質
濃

度
が
法

令
に

定
め
る

管
理

区
域

に
係
る

値
を

超
え
る

お
そ

れ
が

な
い
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 表
１

６
９

－
１
 

項
 
 
 

目
 

放
出

管
理

目
標
値
 

（
１

号
炉

お
よ

び
２
号
炉

合
算
）

 

放
射
性

気
体

廃
棄

物
 

 

粒
子

状
物

質
 

2
.
6×

1
0
8  
B
q/
年
 

（
コ
バ
ル

ト
６

０
）
 

  

 

      

 

                   廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映
（

放
出
管
理

目
標
値

を
１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

と
３

号
炉

に
分

け
て

設
定

す

る
こ

と
に

よ
る

変
更

）
 

     

17



美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

表
１
６

９
－

２
 

分
類
 

排
気

筒
等
 

測
定

項
目
 

計
測
器

種
類
 

測
定
頻

度
 

放
出

操
作

担
当

課
（
室
）

長
 

放
射

性

気
体

廃

棄
物
 

排
気

筒
 

希
ガ

ス
濃

度
 

排
気
筒
モ

ニ
タ
 

 

常
時
 

発
電

室
長
 

よ
う

素
１

３
１
濃

度
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装
置
 

 

１
週

間
に

１

回
 

固
体

廃
棄
物

処

理
建

屋
排

気
筒
 

（
雑

固
体
焼

却

炉
排

気
筒
を

含

む
。）

 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装
置
 

１
週

間
に

１

回
 

発
電

室
長
 

第
２

固
体
廃

棄

物
処

理
建
屋

排

気
筒
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装
置
 

１
週

間
に

１

回
 

発
電

室
長
 

 表
１
６

９
－

３
 

分
類
 

測
定
項

目
 

計
測
器
種

類
 

測
定
頻

度
 

放
出

操
作

担
当

課
（

室
）

長
 

そ
の

他
作

業
等

に
伴

う
換

気
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装
置
 

作
業

の
都

度
※

１
 

作
業

の
所

管
課

（
室
）

長
 

※
１
：

作
業

が
１

週
間

を
超

え
る

場
合
は

１
週
間

に
１

回
測

定
す

る
。
 

 

 

表
１

６
９

－
２
 

分
類
 

排
気
筒
等
 

測
定
項

目
 

計
測

器
種

類
 

測
定

頻
度
 

放
出

操
作

担
当

課
（
室
）

長
 

放
射

性

気
体

廃

棄
物
 

排
気
筒
 

希
ガ

ス
濃

度
 

排
気

筒
モ

ニ
タ
 

 

常
時
 

発
電
室
長
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

 

１
週

間
に

１

回
 

固
体

廃
棄
物

処

理
建
屋
排

気
筒

 

（
雑

固
体
焼

却

炉
排

気
筒
を

含

む
。）

 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

１
週

間
に

１

回
 

発
電
室
長
 

第
２

固
体
廃

棄

物
処

理
建
屋

排

気
筒
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

１
週

間
に

１

回
 

発
電
室
長
 

 表
１

６
９

－
３
 

分
類
 

測
定
項
目
 

計
測

器
種

類
 

測
定

頻
度
 

放
出
操
作

担
当

課
（
室
）

長
 

そ
の

他
作

業
等

に
伴

う
換

気
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
）
 

試
料

放
射

能
測

定
装
置
 

作
業

の
都

度
※

１
 

作
業

の
所

管
課

（
室
）
長
 

※
１

：
作

業
が

１
週
間
を

超
え
る

場
合
は

１
週

間
に

１
回

測
定

す
る

。
 

 

    廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映
（

よ
う
素
１

３
１
の

減
衰
に

よ
り
放

出
量

を
無

視
で

き
る

こ
と

に
よ

る
記

載

の
削

除
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

（
施

設
管

理
計

画
）
 

第
１

８
７

条
 

原
子

炉
施
設

に
つ

い
て

原
子

炉
設

置
（

変
更
）
許

可
を

受
け

た
設

備
に
係

る
事

項
お

よ
び
「

実
用

発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則
」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
し

、
原

子

炉
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

以
下

の
施

設
管

理
計

画
を

定
め

る
。

 

  

（
中

略
）
 

 ６
．
２
 
設

計
お

よ
び

工
事

の
計

画
の
策

定
 

(
1
)
 原

子
力

部
門

は
、

設
計
お
よ

び
工
事

を
実
施

す
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
そ

の
方
法

お
よ
び

実
施
時

期
を
定

め
た

設
計

お
よ
び

工
事
の

計
画
を

策
定

す
る

。
ま

た
、

安
全

上
重

要
な
機

器
等

※
３
の

工
事

を
実

施
す

る
場
合

は
、

そ
の

計
画
段

階
に
お

い
て
、

法
令

に
基

づ
く

必
要

な
手

続
き

※
４
の
要
否

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
、

そ
の
結

果
を

記
録

す
る
。
 

(
2
)
 原

子
力

部
門

は
、

原
子
炉
施

設
に
対

す
る
使

用
前

点
検

を
行

う
場

合
は

、
使

用
前
点

検
の
方

法
な
ら

び
に
そ

れ
ら

の
実

施
頻
度

お
よ
び

実
施
時

期
を

定
め

た
使

用
前

点
検

の
計

画
を
策

定
す
る

。
 

(
3
)
 原

子
力

部
門

は
、

工
事
を
実

施
す
る

構
築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器

が
、

所
定

の
機
能

を
発
揮

し
う
る

状
態
に

あ
る

こ
と

を
事
業

者
検
査

な
ら
び

に
事

業
者

検
査

以
外

の
検

査
お

よ
び
試

験
（
以

下
、
「

試
験
等

」
と

い
う
。
）

に
よ

り
確

認
・
評

価
す
る

時
期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を

定
め

る
。
 

ａ
．
事
業

者
検
査

お
よ

び
試

験
等

の
具

体
的
方
法
 

ｂ
．
所

定
の
機
能

を
発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
確
認
・
評

価
す

る
た
め
に

必
要
な

事
業
者

検
査

お
よ

び
試
験

等
の
項

目
、

評
価

方
法

お
よ

び
管

理
基
準
 

ｃ
．

事
業

者
検

査
お
よ
び

試
験
等

の
実

施
時

期
 

※
３
：
安
全

上
重
要

な
機
器

等
と

は
、「

安
全

上
重

要
な

機
器
等

を
定
め

る
告

示
」
に
定
め

る
機

器
お
よ

び
構

造
物
の

う
ち
、
新

燃
料
貯

蔵
設
備

、
使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
お

よ
び

燃
料

取
扱
設

備
を
い

う
。
 

※
４

：
法

令
に

基
づ

く
手

続
き
と

は
、

原
子

炉
等

規
制

法
 
第

４
３

条
の

３
の

８
（

変
更

の
許

可
及

び
届

出
等
）
、
第

４
３

条
の

３
の
９
（

設
計

及
び
工

事
の
計

画
の

認
可
）
、
第

４
３

条
の

３
の

１
０
（

設
計

及
び

工
事
の
計

画
の

届
出
）
、
第

４
３
条

の
３
の

１
１

第
３
項
（

使
用
前
事

業
者

検
査

の
確

認
申

請
）
お

よ
び

第
４

３
条
の
３

の
３

４
（

発
電

用
原
子

炉
の
廃

止
に
伴

う
措

置
）

な
ら

び
に

電
気
事
業

法
 第

４
７

条
・

第
４
８
条
（

工
事

計
画
）

お
よ

び
第

４
９
条

・
第
５

０
条
（

使
用

前
検

査
）

に
係

る
手
続
き

を
い
う

。
 

 
（

以
下
略

）
 

（
施

設
管

理
計

画
）
 

第
１

８
７
条

 
原

子
炉

施
設

に
つ

い
て

原
子

炉
設
置
（

変
更
）
許

可
を
受

け
た

設
備

に
係

る
事

項
お

よ
び
「

実
用

発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則
」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
し
、
原

子

炉
施

設
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

以
下

の
施

設
管

理
計

画
を

定
め

る
。

 

  

（
中

略
）
 

 ６
．

２
 
設

計
お

よ
び
工

事
の
計

画
の
策

定
 

(1
)
 原

子
力
部
門

は
、
設

計
お
よ

び
工

事
を

実
施

す
る

場
合

は
、

あ
ら
か

じ
め
そ

の
方
法

お
よ

び
実

施
時

期
を
定

め
た
設
計

お
よ
び

工
事

の
計

画
を

策
定

す
る

。
ま

た
、
安

全
上
重

要
な
機

器
等

※
３
の

工
事

を
実

施
す

る
場
合

は
、
そ
の

計
画
段

階
に

お
い

て
、

法
令

に
基

づ
く

必
要
な

手
続
き

※
４
の

要
否

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
、

そ
の
結

果
を
記
録

す
る
。
 

(2
)
 原

子
力
部
門

は
、
原

子
炉
施

設
に

対
す

る
使

用
前

点
検

を
行

う
場
合

は
、
使

用
前
点

検
の

方
法

な
ら

び
に
そ

れ
ら
の
実

施
頻
度

お
よ

び
実

施
時

期
を

定
め

た
使

用
前
点

検
の
計

画
を
策

定
す

る
。
 

(3
)
 原

子
力
部
門

は
、
工

事
を
実

施
す

る
構

築
物

、
系

統
お

よ
び

機
器
が

、
所
定

の
機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態
に

あ
る
こ
と

を
事
業

者
検

査
な

ら
び

に
事

業
者

検
査

以
外
の

検
査
お

よ
び
試

験
（

以
下
、
「
試
験

等
」

と
い

う
。
）

に
よ
り
確

認
・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

、
次

の
事

項
を
定

め
る
。
 

ａ
．
事

業
者

検
査

お
よ

び
試

験
等

の
具
体

的
方
法
 

ｂ
．
所

定
の
機

能
を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ
る
こ

と
を
確

認
・
評

価
す
る

た
め
に

必
要

な
事

業
者

検
査

お
よ

び
試
験

等
の

項
目

、
評

価
方
法
お

よ
び
管

理
基

準
 

ｃ
．
事
業

者
検
査

お
よ

び
試

験
等

の
実

施
時

期
 

※
３
：
安
全

上
重

要
な
機

器
等

と
は
、「

安
全

上
重

要
な

機
器
等

を
定
め

る
告

示
」
に
定

め
る
機

器
お

よ
び

構
造

物
の

う
ち
、
使

用
済
燃

料
貯

蔵
設

備
お

よ
び

燃
料

取
扱

設
備
を

い
う
。
 

※
４
：

法
令

に
基

づ
く

手
続
き
と

は
、

原
子

炉
等

規
制

法
 
第
４

３
条

の
３

の
８

（
変

更
の
許
可

及
び

届
出
等

）、
第

４
３
条
の

３
の
９
（

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の
認

可
）、

第
４
３

条
の
３

の
１
０
（

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

届
出
）、

第
４
３
条

の
３

の
１

１
第

３
項
（
使

用
前

事
業
者

検
査

の
確
認

申
請

）
お

よ
び

第
４

３
条

の
３

の
３

４
（
発
電

用
原
子

炉
の

廃
止

に
伴

う
措

置
）

な
ら

び
に
電

気
事
業

法
 
第

４
７

条
・
第

４
８

条
（

工
事

計
画
）

お
よ
び
第

４
９
条

・
第

５
０

条
（

使
用

前
検

査
）

に
係
る

手
続
き

を
い
う

。
 

 
（

以
下

略
）
 

                       廃
止

措
置

計
画

の
変

更
認

可
申

請
書

の

反
映

（
新

燃
料

貯
蔵

設
備

の
供
用

終
了
）
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施
設

保
安
規

定
変
更
前
後

比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

  

変
更

前
 

変
更

後
 

理
 

由
 

 
附
 
則

（
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
 

平
成

２
６

原
安

防
通

達
第

２
号

－
 
 

）
 

（
施

行
期

日
）
 

第
 
１
 
条
 
こ

の
通
達

は
、
２

０
２
２

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
 

こ
の

規
定

は
、
原

子
力
規

制
委
員

会
の
認

可
を

受
け

た
日

を
改

正
日

と
す
る

。
 

 こ
の

規
定

は
、
原

子
力
規

制
委
員

会
の
認

可
を

受
け

た
後
、
２
０
２

２
年
４

月
１
日

か
ら

施
行

す
る
。
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美
浜

発
電
所

原
子
炉
施

設
保
安
規

定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次

改
正
）
 

変    更    前 

 

変    更    後 

 

理  由 

 記
載
の
適
正
化
 

 
枠

囲
み
の

範
囲

は
機

密
に

係
る

事
項
で

す
の

で
公

開
す

る
こ

と
は
で

き
ま

せ
ん
。
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添付２ 

 

 

添付資料 

 

１．美浜発電所１号及び２号発電用原子炉施設廃止措置計画の変更認可申請書

の反映による変更 
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添付資料１ 

 

美浜発電所１号及び２号発電用原子炉施設廃止措置計画の変更認可申請書 

の反映による変更 

 

 

廃止措置計画について、第２段階における廃止措置計画を定め、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の３４第３項において準用する同法

第１２条の６第３項の規定に基づき、変更認可を申請した。 

このため、廃止措置計画の変更認可申請書の記載を踏まえ、第２段階の廃止措置に係

る保安管理措置を規定するため、美浜発電所原子炉施設保安規定について、新規条文を

追加するとともに、関連条文の変更を行う。 

 

 

（追加） 

・第１５５条の２（解体撤去物の管理） 

・第１５５条の３（保管エリアの管理） 

 

（変更） 

・第１０１条（放射性液体廃棄物の管理） 

・第１０２条（放射性気体廃棄物の管理） 

・第１３５条（目 的） 

・第１５５条（工事の計画および実施） 

・第１６１条（新燃料の運搬） 

・第１６２条（新燃料の貯蔵） 

・第１６８条（放射性液体廃棄物の管理） 

・第１６９条（放射性気体廃棄物の管理） 

・第１８７条（施設管理計画） 

 

以 上 
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